












仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

１ 本特記仕様書は、安佐南区内公園樹その他保守管理業務（その１）（以下「業務」という。）

に適用する。 

 

２ 本業務の実施区域は、別紙位置図のとおりとする。 

 

３ 作業週報（本市所定の様式）は、必ず作業前に提出すること。また、道路上で作業を行う際

は、道路使用許可書（写し）を発注者に提出し、業務の実施にあたっては道路交通法を遵守するこ

と。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがある。 

 

４ 本業務の実施に当たっては、契約書中に示された作業実施時期に基づき契約後に作成・提出

する実施工程表のとおり実施すること。なお、実施工程表は、発注者に提出する実施計画書に

添付すること。ただし、天候、地元要望等により、やむを得ず各作業の開始・完了時期の変更

が生じる場合は、発注者と受注者で協議の上、実施計画書を変更するものとする。 

 

５ 留意事項 

⑴ 処 分 

せん定枝葉については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情により以

下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者と協議し

た上で、その結果に従い適正に処分すること。 

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発

注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。 

ア 高木せん定枝葉 

 産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。 

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草 

 広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 

 

⑵ 除 草 

 樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、

地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。 

 

６ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者(造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 

   

７ 職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関係に

あるものに限る。）は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行うようせ

ん定方法等の指導にあたること。 

  なお、せん定作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用する



こと。 

 

 

８ 業務実施中は、必ず作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだけ、歩

行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

９ 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業につい

ては下請業者）の会社名を表示すること。 

 

10 早朝・夜間（８時から１７時までの時間帯以外）や休日（官公庁の休日）に作業する場合は、

事前に業務打合せ簿を提出し、発注者の承諾を得ること。 

  ただし、原則として日曜日・祝日の作業は認めない。 

 

11 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、工程表で示す作業期間の最終月の業務完了後 14 日以内（閉庁日含む。）に、

所定の業務実施報告書に作業日誌及び作業記録写真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受

けるものとする。なお、作業日誌は、次の事項が確認できるものとすること。 

① 業務名  ② 作業日  ③ 天候  ④ 就労人数  ⑤ 現場責任者 

⑥ 作業日に現場に配置した有資格者  ⑦ 作業数量 

 

12 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 



安佐南区内公園樹その他保守管理業務（その１）数量表 ※公園所在地は、安佐南区内公園一覧表を参照してください

（１／１）

法　面　（㎡） 平　地　（㎡） 植　込　（㎡） 芝　刈　（㎡）
低木　１回

せん定（㎡）
低木　２回

せん定（㎡）
生垣　1回

せん定（ｍ）
生垣　2回

せん定（ｍ）

1  Aシティ中央公園 1,120 地元対応 6,950 600 １回目の除草は５月下旬までに実施

2  Aシティ第一公園 300 地元対応 1,400 800 100 １回目の除草は５月下旬までに実施

3  Aシティ第二公園 100 地元対応 1,640 500 １回目の除草は５月下旬までに実施

4  Aシティ第三公園 400 地元対応 130 10 １回目の除草は５月下旬までに実施

5  Aシティ第四公園 100 地元対応 850 150 １回目の除草は５月下旬までに実施

6  Aシティ第三緑地 地元対応 210 114 １回目の除草は５月下旬までに実施

7  Aシティ第四緑地 地元対応 1,814 759 84 １回目の除草は５月下旬までに実施

8  Aシティ第五･六緑地 地元対応 830 990 90 5
 低木２回 アベリア
１回目の除草は５月下旬までに実施

9  Aシティ第七緑地 80 地元対応 90 １回目の除草は５月下旬までに実施

10  Aシティ第八緑地 300 地元対応 75 １回目の除草は５月下旬までに実施

11  大塚西第二公園 地元対応 40 16

12  宮ｹ瀬緑地 250 190 190 12

13  こころ第一公園 地元対応 50 120 30  低木２回 アベリア

14  こころ第二公園 地元対応 1,060 168 674
 低木２回 アベリア、レンギョウ
　　　　　　　　　　　　ユキヤナギ

15  こころ第三公園 地元対応 584 203 188  低木２回 アベリア、レンギョウ

16  こころ第四公園 地元対応 200 606

17  こころ第五公園 地元対応 30 194 47  低木２回 レンギョウ

18  こころ第六公園 地元対応 935 472

19  こころ第七公園 地元対応 1,323 793 99  低木２回 ユキヤナギ

20  こころ第一緑地 687 3,843 687

21  こころ第二緑地 618 2,884 618

22  こころ第三緑地 381 482 381

23  奥畑防災調節池公園 年1回   14,000 200 550 200
 平地除草年１回実施
　※実施時期は地元調整後

24  大塚公園 150 400 280 250 280 24

計 150 年3回   3,050 2,356 26,015 0 9,040 1,312 33 0 0 24

年1回   14,000

フジ棚せん定
（㎡）

備　　考
番
号

公　園　名　称

除　　　　　　　　草
中高木せん定

（本）

中　低　木　せ　ん　定
夾竹桃
（株）



安佐南区内公園樹その他保守管理業務（その１）作業実施時期

回数

法 面 3

平 地 3

平 地 1

植 込 3

芝 刈 3

　

低 木 1

〃 2

生 垣 1

フ ジ 棚 2

せ

ん

定

３ 月 備 考

除

草

奥畑防災調節池公園グランド

９ 月 10 月 11 月 12 月 １ 月 ２ 月８ 月区 分 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月



安佐南区内公園一覧表(その１)

 　公　　園　　名  所　在　地   ﾍﾟ-ｼﾞ  　公　　園　　名  所　在　地   ﾍﾟ-ｼﾞ

Ａｼﾃｨ 中央公園 大塚西七丁目41  148

Ａｼﾃｨ 第一公園 大塚西六丁目4  141

Ａｼﾃｨ 第二公園 大塚西七丁目17 141・142

Ａｼﾃｨ 第三公園 大塚西七丁目39  148

Ａｼﾃｨ 第四公園 大塚西七丁目61  149

Ａｼﾃｨ 第三緑地 大塚西六丁目5  141

Ａｼﾃｨ 第四緑地 大塚西六丁目7  136

Ａｼﾃｨ 第五緑地 大塚西七丁目1  141

Ａｼﾃｨ 第六緑地 大塚西七丁目2  141

Ａｼﾃｨ 第七緑地 大塚西七丁目3  141

Ａｼﾃｨ 第八緑地 大塚西七丁目46  148

こころ第一公園 伴南四丁目31  140

こころ第二公園 伴南一丁目６  140

こころ第三公園 伴南一丁目５  134

こころ第四公園 伴南五丁目53  147

こころ第五公園 伴南五丁目35  139

こころ第六公園 伴南五丁目25  140

こころ第七公園 伴南五丁目４  134

こころ第一緑地 伴南五丁目26  140

こころ第二緑地 伴南五丁目44  140

こころ第三緑地 伴南五丁目2・3・4  134

大塚西第二公園 大塚西四丁目18  131

宮が瀬緑地 大塚西二丁目10  137

奥畑防災調節池公園 伴南三丁目2  147

大塚公園 大塚西三丁目3  136

※　ページは「住宅地図」に掲載されているページ数を示す。



 
安佐南区内公園樹その他保守管理業務（その１）実施区域図 

こころ第二緑地 

こころ第一緑地 


